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【日米事前協議の主な合意内容】　

米国との事前交渉を踏まえ、カナダのように日本に関税維持を求める国が
増える懸念もある。

米国が日本からの輸入車にかける関税はＴＰＰ交渉における最
も長い段階的な引き下げ期間によって撤廃され、かつ最大限に
後ろ倒しされる（米韓ＦＴＡにおける取り扱いを実質的に上回
るものとなることを確認）

特に記載なし

日本は、適正な競争関係が確
立されたことが判断できるま
で、かんぽ生命の新規事業に
ついて認可を行う考えはない
と発表

日本には一定の農産品、米国に
は一定の工業製品といった二国
間貿易上のセンシティビティが
両国にあることを認識

日米間でＴＰＰ交渉と並列して
非関税措置に取り組む
（麻生財務相がかんぽ生命の新
事業への参入を当面認めないこ
とを表明）

2006年

    5月　Ｐ４協定発効

　　　　（参加国：シンガポール、チリ、ブルネイ、

　　　　　ニュージーランド）

2010年（交渉会合を4回開催）

    3月　第1回会合よりＰ４協定加盟の４ヵ国に加え、

　　　　米国、オーストラリア、ペルー、ベトナムの８ヵ

　　　　国で交渉開始

 10月　菅首相（当時）､ＴＰＰ交渉への参加検討を

　　　　表明

　　　　 第3回会合よりマレーシアが交渉参加

　

2011年（交渉会合を6回開催）

 11月   野田首相（当時）､ＴＰＰ交渉参加に向けた

　　　　関係各国との協議開始の意向を表明（カナダ､

　　　　メキシコも協議開始の意向を表明）

2012年（交渉会合を5回開催）

    6月　交渉参加9ヵ国がメキシコ、カナダの交渉参加支

　　　　持を表明

  12月　第15回会合よりメキシコ、カナダが交渉参加

　　　　（※メキシコ、カナダは11月の中間会合から

　　　　　　交渉に参加）

2013年

　3月　安倍首相､ＴＰＰ交渉参加を正式表明

  ４月　交渉参加11ヵ国が日本の交渉参加支持を表明

  ７月　日本､交渉外交に参加（予定）

　※2013年中のＴＰＰ妥結に向け、参加国は交渉を続け

　　ている

●ＴＰＰ､これまでの経緯と今後の見通し

★ 福岡市医師会インターネットホームページにアクセスいただくと、本レポートのバックナンバーや

読みやすいカラー版（PDF形式）がダウンロード可能です！

（http://www.city.fukuoka.med.or.jp/jouhousitsu/report.html）

３月１５日に安倍首相がＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）交渉参加を正式表明して以降、ＴＰＰをめぐる関係国

の動きは急展開を見せた。この１ヵ月余りの間に、日本は最終的な了承が得られていなかった交渉参加５ヵ国との調整を済

ませ、今月２０日にインドネシア・スラバヤで開かれた閣僚会合で全ての参加国から日本のＴＰＰ参加が認められたことを

受け、７月下旬の交渉会合から合流する見通しとなっている。一方、ＴＰＰによる医療への影響に関しては、安倍首相は「国

民皆保険制度を含む国柄を断固守る」としているものの、これまで米国が日本に対し、繰り返し医療制度の規制緩和を迫っ

てきた経緯などを踏まえれば、決して楽観できるものとはいえず、今後の動向を注視しなくてはならない。

今回のレポートでは、ＴＰＰをめぐるこれまでの経緯を振り返るとともに、改めて医療にもたらす影響等についてまとめ

てみた。

ＴＰＰは、もともとは2006年5月にシンガポール、ニュージーランド、チリ、

ブルネイの4ヵ国で発効されたＰ4協定（環太平洋戦略的経済連携協定）が源（原

協定）とされている。その後、アジア太平洋地域のより高い貿易の自由化を目標に

拡大交渉が始まり、現在11ヵ国が2013年中のＴＰＰ締結に向けた交渉を行って

おり、日本は7月の会合から交渉のテーブルに加わるとみられている。しかし、こ

れまでの議論停滞から一転し、安倍首相の表明から一気にＴＰＰ交渉へ参加するこ

ととなった日本であるが、最も注目された日米事前協議の内容については日本が大

きく譲歩したとの見方が多く、また両国が公表する合意内容に食い違いが見られる

など、今後の展開に大きな不安要素を残している。

各国との事前協議の中身

4月12日に合意した日米事前協議は、ＴＰＰの輪郭において示された包括的で

高い水準の協定を達成することを確認するとともに、ＴＰＰ交渉と並行して、2国

間の非関税措置に関する交渉を進めるとなっている。なお、日本が求めていたコメ

や麦など重要5品目の関税撤廃の例外に関しては、日本政府が発表した合意概要で

は日本には一定の農産物、米国には一定の工業製品というように、両国ともに貿易

上の重要項目が存在しているとしているが、米国政府の発表にはその旨が記載され

ていないなど、両国の発表内容に食い違いも見られる。また、合意内容には含まれ

ていないが、米国の要求に沿う形で「かんぽ生命の新事業への参入を当面認めない

こと」を麻生財務相が表明するなど、事前協議は日本側が譲歩した形になったとも

いえる。このような交渉条件を示しているのは米国だけではなく、オーストラリア

やニュージーランドは全ての品目の関税撤廃、カナダはそれに加え米国と同様に自

動車の関税撤廃の先送りを要求している。

日本が求めるＴＰＰにおける聖域

政府はコメ、麦、牛・豚肉、乳製品、砂糖などの甘味資源作物の5品目を交渉の

例外品目である「聖域」とし、関税を維持するとしている。しかし先にも触れたが、

日本の交渉参加に難色を示していたオーストラリアやニュージーランドについて

は、“関税ゼロ”のＴＰＰの原則を日本が了承したとして交渉参加への理解を得た

とも言われており、今後、日本の聖域が守られることに疑問を呈する声も多い。

（首相官邸：安倍内閣総理大臣記者会見資料（H25.3.15）より）

ＴＰＰ交渉のこれまでの経緯



国民皆保険制度形骸化のシナリオ

ＴＰＰ参加により医療分野への営利企業の参入が
進む。営利企業は利益追求を優先するため、安全
性を考慮せず無理なコスト削減を行う。また、自
由診療を求め、混合診療の全面解禁を要求する。

｢ＴＰＰ交渉参加についての日本医師会の見解｣(H24.3.14)を基に作成

混合診療が全面解禁され先進医療が全額自費で受
けられるようになった場合、国は公的医療保険に
組み込もうとしなくなる（公的医療保険で取り扱
う医療が少なくなると医療に対する支出が抑えら
れる）。高額な自費部分を支払えるのは高所得者
のみであり、医療格差が拡大する。

将来的に、公的医療保険では必要最小限の医療し
か受けられなくなる。

―日本の公的医療保険制度で想定されるＴＰＰの悪影響―

①中医協での薬価決定プロセスに干渉
　→ジェネリック薬の市場参入の阻止
　→特許保護期間の事実上の延長
　→特許薬の高価格の維持と独占的権利の強化

②私的医療保険の拡大
　→混合診療解禁につながる危惧

③株式会社の医療への参入
　→不採算部門・地域からの撤退
　→優良顧客（患者）を選別するおそれ
　→利益追求のために自由診療を拡大するおそれ
　→コスト削減を優先し､安全への配慮が疎かになる可能性

お金がなければ医療を受けられない日本に
なりかねません。

日本医師会：「ＴＰＰ交渉参加判断に対する意見･関連資料」（H25.2.27）より

医療情報室の目
いよいよ日本もＴＰＰの交渉の場につくことになったが、遅れて参加する日本には協議に費やせる時間は少ない。そのよ

うな中、少しでも日本に有利な条件を引き出すために、政府は世界第３位の経済力を背景に強い交渉力で事に当たるとして

いる。しかし、事前交渉において、最大の障壁であった米国はもちろん、比較的支持が容易に得られると見られていたカナ

ダやオーストラリアからも条件を付されるなど、交渉の難しさが改めて浮き彫りになった形だ。関税撤廃に関しては、ＴＰ

Ｐ参加各国もそれぞれ思惑を抱えている。米国との事前協議で「自動車」という切り札を使い切ってしまった日本は、利害

の一致する参加国と共闘して交渉を進めて行かなくてはならないだろう。一方医療に関しては、安倍首相がＴＰＰ交渉参加

を表明した際に国民皆保険制度を守ると明言したが、これは今後ＴＰＰ交渉の過程において医療分野の議論が俎上に載って

くる可能性を裏付けているともいえるのではないだろうか。「命あっての物種」ではないが、国民の命と安全を守ることを最

優先に交渉に当たってもらいたい。

ＴＰＰが正式に発効するためには最終的に国会の承認が必要であり、交渉の内容如何では参加を取りやめればよいとの声

も聞こえる。しかし、一旦多国間の協議に参加し、自国に不利益があるからと参加しないことになれば、日本国としての信

用は失墜し、今後世界各国と協定を結ぶことは難しくなると思われる。そのような事態を避けるためにも今こそ

政府には交渉力を更に高め、ＴＰＰが意義ある協定となるよう交渉を進めることを期待する。

編 集 福岡市医師会：担当理事 今任 信彦(情報企画担当)・松尾 圭三(広報担当)・寺坂 治(地域医療、地域ケア担当)

※ご質問やお知りになりたい情報(テーマ)がありましたら医療情報室までご連絡下さい。（事務局担当 情報企画課 下田）

（5852-1505 FAX852-1510 e-mail：j-kikaku@city.fukuoka.med.or.jp） Copyright©FMA All Rights Reserved

●日本医師会の主張

ＴＰＰが国民皆保険制度に及ぼす影響

ＴＰＰは関税やサービスだけではなく知的財産等もその対象としている。

ＴＰＰを主導している米国はこれまでにも薬価の引き上げや営利企業による

病院経営の解禁を求めてきた経緯があり、今回も同様の要求を求めてくるこ

とが考えられる。日本医師会は本年2月27日に「ＴＰＰ交渉参加判断に対

する意見」を発表、ＴＰＰの交渉参加によって、

1)知的財産分野における薬価や医療技術等

2)金融サービスにおける私的医療保険の拡大

3)投資分野における株式会社の参入

の3つが対象になれば、国民皆保険の崩壊に繋がると主張している。（詳細

は右図「日本の公的医療保険制度で想定されるＴＰＰの悪影響」参照）。ま

た、混合診療の全面解禁、株式会社の医療への参入による医療への影響につ

いては、昨年3月14日の定例記者会見「ＴＰＰ交渉参加についての日本医

師会の見解」の中で、「医療を営利産業化することの問題点」として具体例

を示し、国民皆保険制度形骸化のシナリオを描いている。

国民皆保険制度の堅持に向けて

3月15日には、安倍首相のＴＰＰ交渉参加表明を受け、今後のＴＰＰ交

渉にあたっては、世界に誇る国民皆保険を守るために、

1)公的な医療給付範囲を将来にわたって維持すること

2)混合診療を全面解禁しないこと

3)営利企業（株式会社）を医療機関経営に参入させないこと

の３つの条件が守られることを政府に厳しく求めるとともに、ＴＰＰが日本

の国益に反すると判断した場合には速やかにＴＰＰ交渉から撤退することも

選択肢に入れ、全力で外交交渉に当たることを政府に望むとの声明を発表し

ている。

○ドラッグラグ・デバイスラグは解消する？

日本では新薬や新しい医療機器が開発された後、その安全性の検証に掛かる

時間が諸外国に比べ比較的長いとされている。海外ですでに使われている医薬

品や医療機器も、実際に国内で患者の診療に使用できるようになるまでに時間

がかかっている。ＴＰＰではこれらの検証時間の縮小も求められる公算が高く、

（日本の基準に照らし合わせれば）安全性に一抹の不安が残るものの、ドラッ

グラグ・デバイスラグの解消に繋がるとする声もある。

○クロスライセンスにより医療の質が低下する？

ＴＰＰでは、医師免許や看護師免許等を各国相互で一律に有効な資格とするクロスライセンスが生じると言われている。実際、イギリ

スでは、英連邦諸国やEU内でのクロスライセンスが認められているため、2000年頃には労働環境が比較的良かったカナダ等に多くの

医師が流出したとされている。なお、日本においては英語圏ではないこと等から、外国人医師と患者の意思疎通が難しく、外国人医師の

流入は限定的との見方もあるが、医療水準の格差による質の低下や一定程度の医師・看護師の流出は避けられないと懸念する声も多い。

●医療分野への影響の推察


